
脱炭素都市・建築推進特別調査委員会
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設置期間 2024年4⽉〜2026年3⽉

2025年12⽉3日 第4回合同シンポジウム

建築学及び関連分野総体の学術的知見を根拠とした政策決定への助言、社会や産業に対する行動規範の根拠とな
る知見の提供など、社会と積極的に関わる調査研究活動の推進を図ることを目的とする。２〜３委員会／年

委員⻑ 大岡龍三 東京大学
幹事 伊香賀俊治 慶應義塾大学
幹事 田名網雅人 鹿島建設
幹事 樋山恭助 明治大学
幹事 加用現空 東京都市大学
委員 秋元孝之 芝浦工業大学
委員 五十田博 京都大学
委員 磯部孝行 武蔵野大学
委員 小野島一 大林組
委員 小山貴史 エコワークス（株）
委員 川島範久 明治大学
委員 鯉渕祐子 三菱地所（株）
委員 末光弘和 九州大学
委員 鈴木康史 東京建物（株）

委員 清家 剛 東京大学
委員 田辺新一 早稲田大学
委員 近田智也 積水ハウス（株）
委員 仲神志保 東急不動産（株）
委員 中村 仁 三井不動産エンジニアリング（株）
委員 丹⽻勝⺒ 日建設計（株）
委員 野口貴文 東京大学
委員 萩島 理 九州大学
委員 福田卓司 建築家
委員 堀江隆一 CSRデザイン環境投資顧問株式会社
委員 野城智也 東京都市大学
委員 吉田浩三 （株）⻑⾕工コーポレーション



本調査委員会の目的

• 「建設から廃棄までのホールカーボンでのLCA評価手法についての提案」
現在LCA評価には建築学会刊⾏の「建物のLCA指針」が基準となることが多いが、建設から廃
棄までのホールカーボン評価のためにはさらに整備を⾏う必要がある。本委員会ではその課題
について明らかにし、評価⼿法についての提案を⾏う。

• LCA評価の事例集の作成
上記評価⼿法を活⽤し、様々な事例のケーススタディ集を作成する。

• 市⺠を含めた脱炭素に関するステークホルダー巻き込みのための⽅法論の整理
脱炭素を推進するためには、市⺠を含めた各ステークホルダーを巻き込むための⽅法論を考
える必要がある。そのため課題整理を⾏う。

• 脱炭素都市・建築推進のための政策課題
• 総合研究協議会の開催
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脱炭素を実現するための日本建築学会の課題
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大岡 龍三（東京大学）

磯部 孝⾏（武蔵野大学）欧⽶の先進制度
田名網雅人（⿅島建設）65事例
丹⽻ 勝⺒（日建設計）28事例 削減に向けて
野口 貴文（東京大学）鉄/木/コンクリート
秋元 孝之（芝浦工業大学）NDC/制度/技術/市場
川島 範久（明治大学）自然とつながる建築を目指して
堀江 隆一（CSRﾃﾞｻﾞｲﾝ環境投資顧問）⻑寿命/CtoC

大岡龍三・萩島理・田辺新一（早稲田大学）
伊香賀俊治（IBECs） ・主題解説者

1.主旨説明
2.主題解説
（1)世界のLCA
（2)日本のLCAと計算事例

（3)脱炭素材料・構法
（4)建築物性能評価の役割
（5)脱炭素建築の表現⼒
（6)サーキュラーエコノミー

3.討論 脱炭素を実現するため本学会の課題

4.まとめ

2025年度日本建築学会大会（九州）総合研究協議会（2025.9.12）

司会 萩島 理（九州大学） 記録 樋山恭助（明治大学）

NDC︓Nationally Determined Contribution（国が決定する貢献） Demolition → Deconstructionへ



脱炭素調査委員会 42025/09/12

ホールライフカーボンとアップフロントカーボン

評価結果︓ホールライフカーボン（A1〜C4,資材製造〜解体）

脱炭素を実現するための本学会の課題_日本のLCA評価と計算事例

ばらつきはあるが、総量で⽤途毎にある程度傾向がみられる。内訳として、B1-B5 使⽤（フロン漏洩、更新修繕）およびB6-
B7 使⽤（エネルギー・⽔消費）の占める割合が⼤きい。省エネルギー、⻑寿命（更新修繕への配慮）、脱フロンが重要となる。
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42〜53B1-B5 フロン漏洩・更新修繕

B6-B7 エネルギー・水消費

A1-A3 資材製造

2025年度日本建築学会大会（九州）総合研究協議会 田名網様資料



52025年度日本建築学会大会（九州）総合研究協議会 野口先⽣資料



新たな表⽰制度に基づく告⽰案の概要
○ 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示にあたって、表示すべき事項、表示の方法その他遵守すべき事項を告示で規定。

① 表示すべき事項：エネルギー消費性能の多段階評価、断熱性能の多段階評価（住宅のみ）、評価年月日
② 表示の方法 ：告示により様式が規定されたラベルを用いて表示することとし、販売・賃貸時の広告等での表示を想定。

任意で表示できる事項として再エネ利用設備の有無、住宅の目安光熱費、第三者評価マーク等を規定。
③ 遵守すべき事項：多段階評価や目安光熱費の算出方法を定めるとともに、表示後に多段階評価の結果が低下する省エネ

性能の変更が生じた場合には、表示の修正が必要である旨を規定。
※販売・賃貸を事業として行う建築物が制度対象（その他の建築物についてはガイドラインに準拠した対応を推奨）。
※施行日以降に確認申請を行う建築物には告示に従った表示を求める（既存建築物については表示を促進するが、勧告等の措置の対象にはしない）。

住宅版の省エネ性能ラベル（案）

エネルギー消費性能
✓★１で省エネ基準適合、さ
らに★が一つ増えるごとに
10％削減（最大★６で
50％削減）
✓太陽光発電の自家消費に
よる削減分をみえる化

断熱性能
✓住宅品確法の断熱等性能
等級１〜７に相当する７
段階で表示

目安光熱費
✓設計上のエネルギー消費量
と全国統一の燃料単価を
用いて、年額の光熱費の目
安額を算出
✓消費者の誤認を招かないよ
う、実際の光熱費とは異な
る旨を注記

第三者評価
 BELS（第三者機関による
審査・評価）の取得有無

ZEH・ZEB水準
 2030年度以降の新築で
確保を目指す性能水準の
達成状況

ネット・ゼロ・エネルギー
 「ZEH」「ZEB」の達成状況
（太陽光発電の売電分を
含む総量で評価）
※第三者評価（BELS）の場合
に表示可

再エネ利用設備
 太陽光発電設備等の設置
の有無

【出所】 国⼟交通省 資料 62025年度日本建築学会大会（九州）総合研究協議会 秋元先⽣資料
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転載
2次利⽤不可

【出所】 省エネ住宅の最新動向～省エネ表示ラベルの浸透状況 海外の諸制度比較も含めた普及の要諦～，
SUUMO編集長・SUUMOリサーチセンター長 池本洋一，脱炭素都市・建築推進特別調査委員会拡大委員会（公開勉強会）， 2024年12月25日，日本建築学会 72025年度日本建築学会大会（九州）総合研究協議会 秋元先⽣資料


